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第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の目的 

東かがわ市災害廃棄物処理計画は、震災により発生するがれき類や、避難所からのごみやし尿

など、大量の災害廃棄物の処理を円滑に実施するために策定する。

県の地域防災計画や被害想定が見直された場合や計画策定の前提条件の改定、変更等があった

場合などに、必要に応じて、見直しを行うものとする。

２ 計画の位置付け 

本計画は、東かがわ市地域防災計画「一般対策編」及び「地震・津波編」を補完し、想定され

る大規模地震に対する事前の体制整備を中心とし、市民・事業者・行政の連携に基づく災害廃棄

物（避難所ごみも含む）の迅速かつ適正な処理及びリサイクルを推進するため、災害廃棄物対策

指針（改訂版）（平成 30年３月、環境省環境再生・資源循環局 災害廃棄物対策室）に基づき策

定する。 

本計画と関連計画・法令等の関係を図 1-2-1 に示す。 
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図 1-2-1 本計画との関連計画・法令等 

注)四国ブロック：徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の範囲をいう

（相互に整合性を図る）

（相互に整合性を図る）

大規模災害廃棄物対策のための協議会等平時か

ら、広域での連携・協力関係を構築。

災害廃棄物対策指針

（平成30年３月）

【通常の災害】

・ 市町村及び都道府

県が災害に備えて策定

する災害廃棄物の処理

に係る計画に盛り込む

べき事項を提示。

・ 当該計画を策定して

いない市町村及び都道

府県が，発災後に災害

廃棄物の処理指針とす

るものとしても活用。

災害発災後

① 各主体が備えるべき大規

模地震特有の事項

② 地域ブロックにおける対策

行動計画策定の指針

（特に広域連携について）

③ 発生後に環境大臣が策定

する処理指針のひな形

（東日本大震災のマスタープラ

ン的なもの）

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

廃棄物の減量その他その適

正な処理に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図

るための基本的な方針

廃棄物処理

施設整備計画

廃棄物処理施設の災

害拠点化、耐震化等

の観点からも取組を

推進。

災害対策基本法
（復興段階では大規模災害復興法）

防災基本計画
（復興段階では復興基本方針）

環境省防災業務計画

大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動指針

四国ブロック注）

大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動計画
（平成30年３月、四国ブロック協議会）

都道府県

香川県廃棄物処理計画（平成27年12月） 香川県地域防災計画（令和2年2月）

香川県災害廃棄物処理計画（平成28年３月）

本 市

東かがわ市一般廃棄物処理基本計画（令和3年3月） 東かがわ市地域防災計画（令和2年12月）

東かがわ市災害廃棄物処理計画

○○災害における

災害廃棄物

処理指針

大規模災害

発災後

○○災害における

災害廃棄物処理

実行計画

災害発災後

○○災害に係る

災害廃棄物処理

実行計画

将来的な方向性


